
Title 明治十七年・群馬事件関係判決書
Sub Title The decisions of Gunma affair in 1884
Author 手塚, 豊(Tezuka, Yutaka)

Publisher 慶應義塾大学法学研究会
Publication

year
1973

Jtitle 法學研究 : 法律・政治・社会 (Journal of law, politics, and
sociology). Vol.46, No.12 (1973. 12) ,p.48- 61 

JaLC DOI
Abstract
Notes 資料
Genre Journal Article
URL https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara

_id=AN00224504-19731215-0048

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会また
は出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守し
てご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to
the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese
Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org


翠
妻
嚢
馨

四
八
　
　
二
四
五
八
）

明
治
十
七
年
・
群
馬
事
件
関
係
判
決
書

手

塚

豊

　
明
治
ヤ
七
年
匠
月
．
群
馬
地
方
の
自
由
民
権
運
動
で
活
躍
し
て
い
た
小
林
安

兵
術
（
日
比
遜
京
都
府
人
）
．
三
濡
（
井
上
）
桃
之
助
（
茨
城
県
人
）
瀞
、
地
元
有

志
と
結
び
．
農
民
．
博
徒
ら
数
十
名
を
妙
義
出
麓
に
集
結
．
甘
楽
郡
の
生
産
会

祉
そ
の
飽
を
襲
撃
、
さ
ら
に
各
地
警
察
署
．
高
崎
聯
隊
に
ま
で
押
し
か
け
よ
う

と
し
た
が
．
計
爾
は
中
途
で
挫
折
し
．
関
係
者
数
十
名
が
兇
徒
聚
衆
罪
そ
の
他

で
処
罰
さ
れ
た
の
が
．
い
わ
ゆ
る
自
由
党
群
馬
事
件
で
あ
る
．

　
こ
の
事
件
に
つ
い
て
は
．
岡
じ
白
由
党
関
係
の
暴
発
事
件
．
た
と
え
ば
福
島

寮件．

秩
父
事
件
、
飯
田
事
件
．
名
宵
屋
事
件
な
ど
に
比
較
し
．
残
つ
て
い
る

関
係
資
料
が
き
わ
め
て
す
く
な
く
．
と
く
に
事
件
そ
の
も
の
の
経
過
は
．
明
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
↓

華
葦
に
農
さ
れ
蘭
餐
琵
の
錬
薩
羅
史
、
お
よ
び
お
そ
ら
く

は
同
書
に
準
拠
し
た
と
思
わ
れ
る
「
自
由
党
史
』
．
の
記
述
が
．
唯
一
の
典
拠
で

あ
る
ど
い
つ
て
い
い
．
七
こ
十
数
年
来
．
、
群
馬
県
地
方
の
郷
土
史
家
に
よ
る
．

絆
鳥
事
件
の
究
明
は
．
か
な
り
活
発
に
行
わ
れ
。
あ
た
ら
し
い
史
料
も
若
干
は
発

衷
さ
れ
て
い
る
が
，
そ
の
ほ
乞
ん
ど
全
部
ぷ
．
事
件
の
背
後
関
係
あ
る
い
は
地
元

関
係
者
の
経
歴
、
あ
る
い
は
ま
た
集
合
場
所
、
集
合
人
員
な
ど
隔
事
件
の
周
辺
に

関
す
る
も
の
で
あ
り
．
事
件
の
経
過
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
相
変
ら
ず
．
『
東

睡
屍
権
史
』
お
よ
び
『
自
由
党
史
』
の
叙
述
の
域
を
で
て
い
な
い
の
が
．
現
状

　
（
3
）

で
あ
る
．

　
と
こ
ろ
で
、
東
睡
民
権
史
』
に
は
、
事
件
勃
発
前
後
の
事
情
の
脱
明
と
共

に
、
そ
の
一
党
を
処
断
し
た
明
治
二
十
年
七
月
二
十
九
日
・
前
橘
重
罪
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
》

の
判
決
書
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
『
自
由
党
史
』
所
載
の
判
決
文
も
．
こ
れ
と
同

　
　
（
5
V

文
で
あ
る
．

　
最
近
．
私
は
、
こ
の
群
馬
事
件
の
裁
判
に
つ
い
て
の
調
査
を
志
し
．
現
在
、

前
橋
地
方
検
察
庁
に
保
管
さ
れ
て
い
る
判
決
正
本
と
、
前
掲
民
権
史
所
載
の
判

決書を、

比
較
対
照
す
る
機
会
を
え
た
．
そ
し
て
、
・
計
ら
ず
も
．
雨
者
の
閥
に

庶
．
主
要
な
個
所
に
お
い
て
、
か
な
り
の
相
違
の
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
．
前

掲
民
権
史
所
載
の
判
決
書
の
内
容
は
、
事
件
の
経
過
を
物
語
る
も
つ
と
も
有
力

な
そ
し
て
ま
た
確
実
な
史
料
と
さ
れ
て
い
た
だ
け
に
．
こ
の
相
違
は
き
わ
め
て

霊
大
で
あ
る
．
私
が
本
稿
に
お
い
て
、
判
決
正
本
に
も
と
づ
き
．
正
確
な
判
決

書
の
内
容
を
．
覆
刻
紹
介
す
る
所
以
で
あ
る
呼
さ
ら
に
ま
た
一
部
被
告
の
上
告



審
の
鞠
決
書
お
よ
び
分
離
裁
判
が
行
わ
れ
た
一
人
の
被
告
の
判
決
書
も
併
せ
掲

載
し
た
．
こ
れ
ら
鳳
．
こ
れ
ま
で
の
群
馬
導
件
研
究
に
お
い
て
全
く
知
ら
れ
て

い
な
い
新
資
料
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
判
決
正
本
（
以
下
、
判
決
書
と
略
称
す
る
）
の
内
容
と
．
前
掲
民
権
史
所
載
の

判
決
書
（
以
下
．
民
権
史
判
決
書
と
略
称
す
る
）
と
の
相
違
点
は
．
次
の
通
り
で
あ

確　
ま
ず
判
決
書
に
よ
る
と
．
犯
罪
事
実
の
内
容
は
．
次
の
八
項
目
に
分
か
れ
て

い
る
．

　
一
　
佐
藤
織
治
の
公
文
書
偽
進
と
二
重
抵
当
事
件

　
二
　
湯
浅
理
兵
の
官
金
窃
取
事
件

　
三
　
朗
治
十
七
年
四
月
三
日
．
神
宮
茂
十
郎
、
町
田
鶴
五
郎
（
死
亡
）
爾
名

　
　
に
よ
る
藤
田
錠
吉
殺
害
事
件

　
四
　
明
治
十
七
年
四
月
十
四
日
．
三
浦
桃
之
助
が
、
右
殺
人
犯
神
宮
茂
十
郎

　
　
を
．
a
分
の
滞
在
先
の
北
甘
楽
郡
高
瀬
村
清
水
永
三
郎
方
に
蔵
匿
し
た
事

　
　
件

　
五
　
明
治
十
七
年
匠
月
二
日
．
小
林
安
兵
衛
．
湯
浅
理
兵
、
三
浦
桃
之
助
．

　
　
上
原
亀
萱
深
沢
孝
三
郎
（
途
中
で
落
伍
）
．
野
中
弥
八
（
死
亡
）
、
野
中
和
三

　
　
　
　
　
（
7
》

　
　
郎
（
死
亡
）
ら
が
．
北
甘
楽
郡
相
野
田
村
大
河
原
泰
助
宅
に
、
兇
器
を
持

　
　
つ
て
押
入
り
．
若
干
の
金
銭
、
物
品
を
強
盗
し
た
事
件

　
六
　
明
治
十
七
年
匠
月
七
旦
小
林
安
兵
衛
．
湯
浅
理
兵
、
上
原
亀
吉
、
新

　
　
井
太
六
郎
．
野
中
弥
八
（
死
亡
）
、
野
中
和
三
郎
（
死
亡
）
ら
が
、
多
胡
郡

　
　
上
日
野
村
堀
越
忠
三
郎
宅
お
よ
び
清
水
藤
蔵
宅
に
．
兇
器
を
持
つ
て
強
盗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
》

　
　
に
押
入
つ
た
が
．
そ
れ
ぞ
れ
家
人
に
さ
わ
が
れ
て
未
遂
に
終
つ
た
事
件

　
　
　
輿
治
干
七
隼
・
欝
馬
寡
件
関
係
荊
決
書

七
　
明
治
十
七
年
露
月
十
菰
日
夜
．
小
林
安
兵
衛
、
湯
浅
理
兵
、
野
中
弥
八

　
　
（
死
亡
）
ら
が
主
謀
者
と
な
り
．
陣
場
力
原
に
集
合
し
た
東
閥
代
吉
ら
数

　
　
十
名
と
．
神
宮
茂
十
郎
．
田
村
七
五
郎
、
東
間
重
平
．
出
田
米
吉
．
宮
坂

　
　
初
款
ら
の
煽
動
で
菅
原
村
に
集
合
し
た
表
数
と
が
合
体
．
翌
十
六
日
・
未

　
　
明
．
北
甘
楽
郡
上
丹
生
村
生
産
会
社
岡
部
為
作
宅
を
襲
い
．
家
屋
の
一
部

　
　
を
焼
鍛
せ
し
蜀
た
兇
徒
聚
衆
、
放
火
事
件

　
八
　
明
治
十
八
年
十
月
廿
日
、
宮
坂
初
次
が
．
逮
捕
に
向
つ
た
巡
査
神
原
春

　
　
吉
を
傷
害
し
た
事
件

　
こ
の
内
．
民
権
史
判
決
書
に
は
二
』
か
ら
『
四
』
ま
で
と
『
八
』
に
つ
い

て
の
記
載
は
あ
る
ボ
．
　
「
五
』
と
「
六
』
と
が
．
完
全
に
洩
れ
て
お
り
、
判
決

書
の
『
七
』
が
『
五
』
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
た
め
、
．
民
権
史
判

決
書
を
み
る
限
り
で
は
．
　
『
『
か
ら
「
五
』
ま
で
あ
り
、
　
』
ハ
』
と
『
七
』

が
ぬ
け
て
『
八
』
爺
あ
る
形
式
に
な
つ
て
い
る
．
こ
う
し
た
番
号
の
相
違
は
．

単純な

書
き
問
違
い
で
あ
り
、
ま
た
．
判
決
書
の
『
宏
』
　
（
こ
の
大
河
原
泰
助

宅
襲
撃
の
件
は
、
前
掲
民
権
史
に
お
い
て
も
．
そ
の
判
決
書
の
前
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
騨

馬
事
件
の
説
明
の
部
分
に
は
、
そ
の
記
述
が
あ
る
．
前
掲
自
由
党
史
の
場
合
も
司
じ
響
あ

（
9
》

る
）
と
『
六
』
が
洩
れ
て
い
る
の
は
、
民
権
史
判
決
書
の
場
合
、
そ
の
部
分
を

省
略
し
た
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
．
判
決
婁
の
『
七
』
す
な
わ
ち
民
権
史
判

決
書
で
は
門
五
』
の
部
分
に
あ
た
る
岡
部
邸
襲
撃
の
件
ー
こ
れ
は
群
馬
事
件

の
核
心
で
あ
る
ー
ー
に
お
い
て
．
雨
者
の
間
に
相
当
大
き
な
相
違
の
あ
る
こ
と

腺
、
み
の
が
す
こ
と
の
で
き
な
い
重
要
な
問
題
で
あ
ろ
う
瀞
そ
れ
は
、
次
の
よ

う
に
．
単
な
る
書
き
間
違
い
と
は
い
え
な
い
も
の
を
ふ
く
ん
で
い
る
か
ら
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
　
　
（
一
四
五
九
）



箋

鍵書

民
権
史
判
決
書

館
五
　
被
俊
安
兵
衛
．
理
義
桃
之
助
．
亀
吉
、
孝
三
郎
は
．
旧
自
由
党
員
に
し
て
、

器
老
釜
旱
青
よ
阜
四
是
菅
・
妙
義
詳
夢
蓬
覇
会

　
を
開
く
を
以
て
．
該
所
に
来
会
す
べ
き
旨
の
回
章
数
十
通
を
作
り
．
東
間
代
吉
、

　
関
業
．
佐
藤
織
治
拝
を
し
て
．
碓
氷
．
甘
楽
．
南
佐
久
に
配
布
せ
し
め
．
会
す
る

　
者
数
千
に
及
ん
で
や
．
日
比
．
湯
浅
の
面
人
は
．
高
晦
鎮
台
分
営
及
び
富
岡
．

　
松
枝
．
前
栃
警
察
暑
を
襲
ふ
手
筈
を
な
し
．
且
つ
甘
楽
郡
上
丹
生
村
生
産
会
社
為

作
が
高
利
を
貸
し
．
小
民
困
難
す
る
を
以
て
．
高
驚
に
出
づ
る
途
次
．
之
を
襲
ひ
．

　
隼
用
金
を
奪
は
ん
と
し
．
由
田
平
十
郎
、
関
綱
吉
等
を
し
て
各
所
に
部
署
し
．
五

　
月
十
五
日
を
期
す
る
も
．
三
浦
は
来
ら
ず
．
山
田
平
十
郎
等
も
来
会
せ
ず
．
益
々

　
兵
を
募
り
て
演
説
を
な
し
．
一
の
宮
及
び
七
日
市
藩
士
某
家
よ
り
兇
器
を
取
寄

　
せ
．
豪
家
に
命
じ
て
兵
糧
を
備
へ
し
め
．
雄
懐
数
十
慌
を
翻
し
て
．
救
民
を
名
と

セ
岡
部
為
努
に
乱
入
せ
ん
と
』
明
楽
撃
五
月
＋
吾
夕
景
を
翌

　
陣
場
ケ
原
に
勢
揃
を
な
し
．
大
久
保
の
辻
或
は
菅
原
村
に
於
て
兵
器
を
備
へ
て
．

　
岡
部
為
作
が
為
め
に
高
利
を
借
り
悉
く
破
産
し
．
身
代
限
を
取
ら
る
ふ
者
多
く
、

　
小
民
困
難
す
る
を
以
て
．
該
家
に
乱
入
せ
ん
事
を
来
衆
に
指
揮
し
．
同
日
夕
方
多

　
衆
を
率
て
菅
原
村
に
至
ウ
…
…
（
以
下
剃
決
書
に
同
じ
ー
手
塚
註
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

判
決
書
　
　
　
（
鞭
雄
蹴
じ
嫡
読
）

第
七
　
被
告
安
兵
衛
ハ
佐
久
間
猛
、

　
被
告
理
兵
ハ
秋
葉
宗
祀
．
亡
野
中

　
弥
八
ハ
中
村
政
蔵
ト
偽
称
シ
．
右

　
三
名
昌
於
テ
盟
治
十
七
年
五
月
十

　
五
日
、
妙
義
山
麓
陣
糧
”
ケ
原
二
運

　
動
会
ヲ
開
ク
ヲ
以
テ
．
該
所
二
来

　
会
ス
ヘ
キ
旨
ノ
回
章
数
十
通
ヲ
作

　
リ
、
同
被
告
代
吉
等
ヲ
シ
テ
各
所

　
昌
配
布
セ
シ
メ
．
岡
日
、
代
吉
ハ

　
数
名
ヲ
率
ヒ
テ
来
会
シ
、
’
其
他
数

　
十
名
集
合
ス
ル
昌
当
サ
、
高
崎
鎮

　
台
分
営
及
警
察
署
等
ヲ
襲
ヒ
、
且

　
ツ
北
甘
楽
郡
上
丹
生
村
生
産
会
社

　
岡
部
為
作
力
高
利
ヲ
貸
シ
、
小
民

　
困
難
ス
ル
ヲ
以
テ
．
該
家
二
乱
入

　
払
γ
コ
ト
ヲ
来
衆
二
指
揮
シ
．
同

　
日
夕
方
、
多
衆
ヲ
率
テ
、
菅
原
村

　
昌
至
穿
：
－

　
4
の
よ
う
な
一
種
の
『
公
文
書
偽
造
』
と
も
み
ら
れ
る
改
ざ
ん
は
、
な
ぜ
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

わ
れ
た
の
か
。
そ
し
て
ま
た
．
そ
の
改
ざ
ん
が
前
掲
民
権
史
の
著
者
に
よ
つ
て

挿
入
し
悲
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
す
る
と
．

に
み
ら
れ
る
強
盗
事
件
の
削
除
も
．
単
な
る
省
略
で
は
な
く
．

　
五
〇
　
　
　
（
一
四
山
ハ
Q
）

行
わ
れ
た
の
か
、
．
そ
れ
と
も
そ

の
著
者
が
入
手
し
た
判
決
書
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
へ

写
し
自
体
が
す
で
に
改
ざ
ん
さ

れ
て
い
た
の
か
。
そ
の
辺
の
事

債
は
。
謎
で
あ
る
。
善
意
に
解

釈
す
れ
ば
、
予
審
終
結
書
渡
書

ま
た
は
公
訴
状
分
文
言
が
一
部

混
入
し
た
と
考
え
ら
れ
な
い
こ

と
も
な
い
が
．
而
者
が
共
に
淺

滅
し
て
伝
わ
つ
て
い
な
い
現

在
．
断
定
は
で
き
な
い
．
も
し

　
　
　
　
り
　
　
　
へ

も
こ
の
改
ざ
ん
が
故
意
に
行
わ

れ
た
と
す
れ
ば
、
博
徒
の
親
分

で
あ
つ
た
と
い
わ
れ
る
山
田
平

十
郎
、
関
綱
吉
．
さ
ら
に
三
浦

桃
之
助
ら
の
一
種
の
裏
切
り
行

為
に
よ
つ
て
．
事
件
が
線
香
花

火
的
に
終
結
し
た
顛
末
を
強
調

す
る
た
め
、
本
来
の
判
決
書
に

　
ぱ
存
在
し
な
い
文
言
を
と
く
に

ま
た
．
判
決
書
の
『
匠
』
と
『
六
』

　
　
　
　
　
　
国
事
犯
的
な
兇



徒
楽
衆
事
存
燈
あ
る
迄
と
を
つ
よ
く
印
象
づ
け
る
た
め
作
為
し
た
も
の
で
あ
つ

た
か
も
知
れ
な
い
．

　
し
か
し
、
二
の
民
権
史
判
決
書
に
み
ら
れ
る
山
田
．
関
、
そ
し
て
ま
た
三
浦

と
、
妙
義
山
麓
に
お
け
る
『
挙
兵
』
と
の
駆
連
，
あ
る
い
は
武
器
．
兵
糧
の
調

達
な
ど
は
．
そ
れ
が
唯
噂
の
確
実
な
典
拠
で
あ
つ
た
だ
け
に
．
そ
う
し
た
事
実

が
鞠
決
書
に
ば
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
現
在
．
。
さ
ら
に
そ
の

真
疑
を
再
検
討
す
べ
き
問
題
に
な
つ
た
と
も
い
え
る
で
あ
ろ
う
．

　
明
治
二
十
年
七
月
二
十
九
日
．
前
繍
重
罪
裁
判
所
の
判
決
の
結
果
は
．
関
係

者
四
十
二
名
中
窟
罪
に
な
つ
た
者
三
十
狂
名
（
内
三
名
欠
席
判
決
）
、
無
罪
と
な
つ

た
者
七
名
で
あ
つ
た
．
有
罪
と
認
定
さ
れ
た
者
の
内
．
三
浦
桃
之
助
と
上
原
亀

吉
は
．
第
一
．
審
響
決
を
不
服
と
し
て
大
審
院
に
上
告
し
た
が
．
同
年
九
月
十
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
浦
》

日
．
上
告
却
下
と
叛
つ
た
．
ま
た
新
井
太
六
郎
に
つ
い
て
は
．
分
離
裁
判
が
行

わ
れ
有
罪
と
な
つ
て
い
る
が
．
分
離
裁
判
に
な
つ
た
理
由
は
．
彼
が
兇
徒
聚
衆

事
件
に
は
無
関
係
で
あ
つ
た
た
め
と
も
思
わ
れ
る
．
し
か
し
、
．
そ
れ
に
し
て

は
．
公
判
の
時
期
が
非
常
に
遅
れ
て
い
る
か
ら
．
何
か
他
に
理
由
が
あ
つ
た
の

　
　
　
　
　
ぞ

か
も
知
れ
な
い
．

　
な
お
．
群
馬
事
件
の
裁
判
全
体
に
つ
い
て
の
究
明
ば
．
将
来
、
本
誌
に
発
表

を
予
定
し
て
い
る
拙
稿
『
群
馬
察
件
戴
判
考
』
　
（
仮
称
）
に
ゆ
ず
り
た
い
。

　
（
1
）
関
戸
覚
篇
『
東
離
民
権
史
』
　
（
明
治
三
十
六
年
）
・
一
七
九
頁
以
下
参
照
．

　
（
2
）
　
『
宙
由
党
吏
し
（
岩
波
丈
章
本
）
下
巻
・
一
七
頁
以
下
参
照
．

　
（
3
）
群
蔦
県
闘
係
の
都
土
史
概
究
に
お
い
て
．
こ
れ
玄
で
多
く
の
業
績
を
あ
げ
て
お

　
　
ら
れ
る
荻
漂
進
矯
も
．
、
騨
馬
寮
件
に
つ
い
て
ば
『
板
垣
退
助
編
『
自
由
党
史
ヤ
と

　
　
　
『
束
睡
量
に
拠
る
資
料
以
外
峰
ど
ん
ど
新
資
料
に
接
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

　
　
点
で
．
地
方
と
し
て
ほ
研
鋸
が
進
ん
で
い
な
い
』
（
『
群
鳥
県
史
。
明
治
時
代
』
昭
和

　
　
　
　
虜
治
十
七
年
・
群
篤
事
件
閑
係
戦
決
書

三
十
四
年
・
一
三
匹
頁
V
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
噺
同
氏
に
よ
る
群
馬
事
件
の

先
駆
的
現
象
と
み
ら
れ
る
明
治
以
降
県
下
に
発
生
し
た
一
連
の
優
民
級
動
の
研
究

（
例
え
ば
「
騒
動
…
群
馬
県
農
民
運
動
史
ノ
ー
ト
』
・
昭
和
三
十
二
年
。
一
．
七
三
頁

以
下
）
ま
た
群
馬
事
件
の
背
景
と
な
つ
た
県
下
に
お
け
る
自
由
民
権
運
動
の
研
寵

（
例
え
ば
「
上
州
百
年
』
．
。
昭
和
四
十
三
年
。
一
七
宅
頁
以
下
．
前
掲
群
馬
県
史
．

七
二
頁
以
下
、
そ
の
ほ
か
同
氏
の
執
筆
と
思
わ
れ
る
『
群
馬
県
百
年
史
』
上
巻
。
昭

和
四
十
六
年
・
五
一
四
頁
以
下
等
）
．
さ
ら
に
群
馬
事
件
と
な
ん
ら
か
の
関
違
あ
り

と
思
わ
れ
る
宮
部
裏
．
長
坂
八
郎
（
群
馬
県
警
察
の
幹
部
か
ら
民
権
運
励
に
転
じ
た

人
々
）
ら
の
研
究
（
例
え
ば
『
勇
ま
し
き
先
駆
者
ー
ー
宮
部
嚢
と
群
馬
県
の
民
権
遷

動
1
』
・
「
明
治
の
群
像
5
・
自
由
と
民
権
』
四
九
頁
以
下
×
あ
る
い
は
ま
た

陣
場
ケ
原
の
蜂
起
に
直
接
の
関
連
あ
り
と
さ
れ
て
い
る
侠
客
山
田
誠
之
助
（
平
十
郎
）

並
に
関
璽
官
の
研
究
（
例
え
ば
『
群
馬
集
遊
民
史
』
・
昭
和
四
十
年
・
藁
九
七
頁
以

下）．

さ
ら
に
群
馬
事
件
の
一
部
で
あ
る
藤
田
錠
吉
殺
害
嵐
件
関
係
の
新
資
料
の
紹

介
（
前
掲
遊
民
史
・
一
四
三
頁
以
下
）
な
ど
は
・
群
馬
事
紳
周
辺
の
研
究
と
し
て
注

目
す
ぺ
き
成
果
と
い
え
よ
う
。
そ
の
ほ
か
．
前
掲
東
睡
民
権
史
の
記
述
に
哩
誇
大
な
表

現
や
前
後
の
矛
盾
』
が
あ
る
と
し
・
ぞ
れ
に
疑
聞
を
な
げ
か
け
ら
れ
て
い
る
内
藤
冥

治
氏
の
『
群
馬
事
件
の
組
織
と
『
現
実
』
』
（
群
馬
県
高
等
学
校
社
会
科
研
寵
会
々
誌
第

三
号
・
昭
和
三
ポ
八
年
。
二
頁
以
下
）
．
丹
念
な
現
地
翻
査
に
も
と
づ
き
松
井
田

町
か
ら
の
参
加
者
の
周
辺
を
追
求
さ
れ
た
清
杢
盲
二
氏
の
『
群
馬
事
件
と
松
井
田
訂
』

（
深
谷
商
高
地
歴
研
究
部
『
あ
ゆ
み
』
第
輔
八
号
・
昭
和
四
十
四
年
・
二
六
頁
以
下
》
．

あ
る
い
は
群
馬
事
件
の
前
徴
と
し
て
明
治
十
六
年
の
北
甘
楽
郡
農
民
運
動
を
取
扱
つ

た
同
氏
の
『
明
治
十
六
年
農
民
騒
擾
と
群
馬
事
件
』
（
前
掲
雑
誌
第
二
一
号
・
昭
和

四
十
八
年
・
二
六
頁
）
．
群
馬
事
件
と
埼
玉
県
児
圭
町
と
の
つ
な
が
り
を
兜
田
さ
れ

た
同
氏
の
『
群
馬
事
件
と
児
玉
町
』
（
前
掲
雑
誌
第
輌
九
号
・
昭
和
四
十
五
年
・
二

頁以

下）、

群
馬
事
件
の
中
核
と
し
て
活
躍
し
た
博
徒
に
つ
い
て
考
察
さ
れ
た
同
氏

の
『
群
馬
事
件
と
博
徒
』
（
前
掲
雑
誌
第
二
象
・
昭
和
四
十
七
年
・
二
鱒
翼
以
下
）

な
ど
も
貴
重
な
業
競
で
あ
り
、
さ
ら
に
ま
た
．
昨
年
十
月
、
高
崎
女
子
高
校
懇
更
班

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
　
　
《
鱒
四
由
ハ
一
）



　
　
明
泊
十
七
年
。
群
薦
事
篠
蘭
係
料
決
欝
・

（
岩
磐
伊
急
氏
指
導
）
が
学
校
鱗
で
欝
鳥
事
件
を
取
り
あ
げ
」
集
合
場
所
、
桑
合
人
員

な
ど
龍
つ
い
て
従
来
の
見
解
に
疑
間
を
提
出
す
る
と
共
に
、
勃
決
の
結
果
の
量
珊
に

　
つ
い
て
も
。
鰹
轟
欝
届
貰
隼
史
⑳
誤
り
（
同
喪
上
巻
五
八
八
貰
に
．
有
罪
者
の
年
齢

が
、
盤
役
の
荊
期
に
闇
逡
わ
れ
て
零
ウ
、
例
え
ば
深
沢
孝
三
郎
の
ご
と
き
擦
懲
役
六

十
五
隼
竃
月
ど
な
つ
て
い
巻
》
を
指
獅
し
、
こ
の
こ
と
は
．
当
時
の
新
聞
に
も
報
道

さ
れ
た
（
例
え
ば
昭
和
四
十
七
年
十
月
二
十
九
日
・
サ
ソ
ケ
イ
新
聞
．
同
月
三
十

目
・
上
毛
薪
聞
）
．
こ
の
慶
史
瑳
の
戊
果
は
．
最
近
、
『
群
馬
事
件
昏
群
馬
県
に
お
け

る
自
由
民
糎
運
動
丁
』
と
題
す
る
小
冊
子
に
ま
と
め
ら
れ
．
公
刊
さ
れ
た
．
こ
5
し

た
最
近
の
状
況
か
ら
み
る
と
．
群
編
事
件
の
研
究
も
．
よ
ラ
や
く
前
掲
東
睡
民
権
史

　
の
戴
か
ら
脱
せ
ん
と
す
る
気
配
は
感
ぜ
ら
れ
る
．

（
4
Y
前
揚
藁
腫
罠
権
史
・
一
九
Q
頁
以
下
．

（
5
）
前
掲
自
由
党
更
。
二
四
蚕
以
下
．
こ
の
判
決
書
は
、
岩
波
文
庫
版
作
成
に
際
し
、

薯
東
睡
民
権
史
に
よ
つ
で
校
訂
さ
れ
て
い
る
．

（
6
）
　
そ
の
ほ
か
．
細
か
い
字
句
の
書
き
蘭
違
い
も
．
か
な
り
あ
る
．

（
7
）
　
鵬
型
甲
知
叩
三
郎
は
．
　
『
五
』
と
『
六
』
の
“
麟
“
盗
事
件
の
み
に
加
わ
り
、
兇
徒
豪
衆

の
件
鵜
は
参
加
し
て
い
な
い
．
従
つ
て
後
ち
に
述
べ
る
新
井
太
六
郎
の
場
合
と
同
様

に
分
離
裁
暫
が
行
わ
れ
窪
と
も
考
え
ら
れ
る
．
と
こ
ろ
が
前
橋
地
方
検
察
庁
に
は
．

彼
に
閑
ナ
る
鞠
溌
養
は
保
管
さ
れ
て
い
な
い
」
そ
の
こ
と
柔
後
掲
判
決
書
に
書

野
中
弥
八
野
中
和
三
郎
』
（
索
誌
五
五
頁
嚢
照
）
と
あ
る
が
．
こ
の
樽
亡
』
の
字
穣
野

中
爾
名
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
考
え
，
私
は
野
中
和
三
郎
は
公
判
前
に
死
亡
し
た

も
の
と
推
窟
し
た
．

ハ
8
）
　
こ
の
2
つ
の
強
盗
未
遷
箏
件
ほ
．
民
権
史
判
決
書
に
洩
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ

ま
で
の
群
鳥
事
件
研
究
に
艶
い
て
．
ぞ
淺
日
さ
れ
て
い
な
い
．
瓶
お
．
山
本
三
郎
氏

　
の
翻
査
に
ポ
る
と
、
下
仁
田
訂
の
有
賀
警
五
郎
宅
，
酋
横
野
村
の
新
井
吉
衛
宅
が
．

　
繍
党
の
襲
撃
を
う
け
た
と
い
う
伝
承
が
あ
る
と
の
こ
と
で
あ
る
が
（
「
妙
義
山
陣
楊

ケ
原
籔
動
4
1
明
治
十
七
年
の
欝
馬
事
件
ー
㌧
『
奇
岩
の
山
・
妙
義
』
み
や
ま
文

章
n
・
昭
和
四
十
三
隼
・
七
七
某
τ
七
八
貰
）
．
そ
れ
ら
の
事
魯
は
．
判
決
書
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
二
　
　
（
一
四
六
二
）

　
は
み
え
て
い
な
い
．
被
害
を
う
け
て
も
警
察
へ
届
出
で
な
か
つ
た
も
の
か
．
そ
れ
と

も
同
年
十
一
月
の
秩
父
事
件
の
際
の
出
来
事
が
、
群
馬
事
件
と
混
同
し
て
伝
え
ら
れ

　ている

の
か
．
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
．

（
9
）
前
掲
東
睡
民
権
史
。
醐
八
七
頁
、
前
掲
自
由
党
吏
・
二
二
頁
4

（
m
）
藤
岡
市
役
所
の
除
籍
騰
本
に
よ
る
と
．
新
井
の
名
は
『
多
六
郎
』
と
な
つ
て
い

　
る
．

鶴
註
前
橘
重
罪
裁
判
所
の
判
決
書
は
、
す
べ
て
前
述
の
ご
と
く
前
橋
地
方
検
察
庁
保

　
　
管
の
判
決
正
本
に
よ
り
、
大
審
院
判
決
書
は
、
嗣
庁
保
管
の
覇
決
謄
本
に
よ
る
．

　
　
　
　
　
　
裁
判
言
渡
書

踏
麹
醜
護
器
翼
霧

群
馬
県
上
野
国
北
甘
楽
郡
内
匠
村
平
民

議
　
襲
鰻
螺
罐
騨
眠

群
馬
県
上
野
国
碓
氷
郡
土
塩
村
平
民

同
国
北
甘
楽
郡
小
州
村
平
民
治
作
父

岡
飼
岡
郡
中
里
対
平
民
伝
五
郎
長
男

沙
轡
劔
鰭

湯
輩
八
勉
朕

一
講
鞍
働

該
寮
翫
賠

遜
鄭
軽
駕



　
　
　
　
何
国
同
郡
古
立
村
田
村
与
市
附
籍
平
罵

　
　
　
　
同
国
同
郡
菅
原
村
平
民

　
　
　
　
同
国
同
郡
諸
戸
村
平
民

　
　
　
　
岡
国
呵
郡
董
原
村
乎
民

　
　
　
　
長
野
県
信
濃
国
埴
科
郡
鋳
物
飯
村
平
民

　
　
　
　
群
馬
倶
上
野
国
北
甘
楽
郡
諸
戸
村
平
民

　
　
　
　
同
国
確
氷
郡
八
誠
村
平
民
農

　
　
　
　
同
国
同
郡
横
州
村
平
民
農

　
　
　
　
同
国
北
甘
楽
郡
諸
戸
村
平
民
農

　
　
　
　
　
同
国
同
郡
同
村
平
民
農

虜
浩
十
七
年
・
群
馬
事
件
関
係
判
洗
書

蝶
転誌

田

野
輕
語

諌
脚
六
錘
肝

由

野
窮
膳

諌
脚
八
無

藷
轟
三
知
鰍

蝶
六
年
講

市
川
利
三
郎

　
三
十
八
年
三
月

島
謬
麹
“

山

轟
九
年
舷

同
国
同
郡
同
村
平
民
農

同
国
圃
郡
同
対
平
民
農

同
国
岡
郡
同
村
平
民
農

同
国
同
郡
菅
原
村
平
民
農

同
国
回
郡
同
村
平
民
優

同
国
同
郡
同
村
平
民
農

同
国
同
郡
諸
戸
村
平
民
農

同
国
同
郡
菅
原
村
平
民
優

同
国
同
郡
同
村
平
民
優

同
国
同
郡
同
村
平
罠
農

　
　
　
毒
藝
聯

　
　
　
出
田
　
　
清
吉

　
　
　
　
四
十
七
年
四
月

　
　
　
植
メ
蕪
脚
．

　
　
　
稚
ず
瑠

　
　
二
旛
野
露

　
　
　
中
郵
蝕
肌

犯
時
諺
一
建

　
　
　
田
夢
謹
鞠

　
　
　
竹
田
　
半
次
郎

　
　
　
　
一
、
一
十
六
画
竿
六
一
月

犯
時
誌
麺
理
脚

五
三
　
　
　
（
騨
四
山
ハ
”
昌
）



嚇
漁
ポ
七
年
げ
群
轟
峯
齢
澱
傷
凝
決
餐

岡
田
同
郡
興
朽
平
民
憂

同
国
同
郡
阿
村
平
民
農

同
国
同
郡
回
村
平
民
農

同
国
詞
郡
薗
村
乎
民
養

同
国
詞
郡
同
村
平
民
農

同
国
同
郡
同
村
平
民
遜

同
国
両
郡
同
村
平
民
農

同
国
同
郡
賭
戸
村
平
民
憂

同
国
同
郡
同
村
平
民
農

何
国
礁
氷
郡
八
藝
脚
平
民
憂

須
貝
　
綱
吉

五
十
八
年
三
月

満
覇
鞠
議

中
ザ
難
脚

郵
舞
驚

田
村
　
局
吉

四
十
七
年
十
一
月

土

奪
　
　
　
倉
吉

　
　
二
年
三
月

訟
終
奉
矯

洞
瀞
二
転
臆

」
到
鞍
脚

逸
騨
五
隼
纏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
而
隅
　
　
（
一
四
六
四
》

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
清
騨
八
年
罷

　
　
　
　
　
同
国
同
郡
同
村
平
民
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鐸
一
一
勤
働

　
　
　
　
　
岡
国
岡
郡
同
村
平
民
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蒲
軽
一
蟄
脚

　
　
　
　
　
同
国
同
郡
同
村
平
民
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
内
田
　
兼
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
七
年
九
月

　
　
　
　
　
同
国
同
郡
同
村
平
民
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
漣
一
聾
聯

　
　
　
　
　
伺
国
北
甘
楽
漏
菅
原
村
平
民
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釜
奪
軸
賠

　
　
　
　
　
岡
国
岡
郡
諸
戸
村
平
民
農

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
灘
醤
難
脚

前
橋
重
罪
裁
判
所
昌
於
テ
ハ
予
審
判
事
力
当
衙
昌
移
ス
ノ
言
渡
昌
因
リ
被

告
安
兵
衛
外
四
十
一
名
二
対
ス
ル
兇
徒
聚
衆
其
他
ノ
被
告
事
件
ヲ
受
理
シ
絃

昌
被
告
人
ヲ
訊
問
シ
其
答
弁
訴
訟
書
類
ノ
朗
読
検
察
官
ノ
意
見
被
告
人
弁
護

人
ノ
弁
論
ヲ
聴
キ
旦
ツ
証
拠
物
件
ヲ
示
シ
以
テ
審
理
ヲ
遂
ク
ル
所
其
所
為
左

ノ
如
シ

第
一
　
被
告
織
治
ハ
明
治
十
霊
年
十
一
月
九
日
北
甘
楽
郡
上
丹
生
村
生
産
会

　
社
岡
部
為
作
ヨ
リ
金
六
拾
円
借
用
ス
ル
際
前
二
同
郡
下
高
田
村
生
産
会
社

　
横
尾
寿
平
二
抵
当
二
差
入
レ
ア
ル
字
ス
サ
キ
第
廿
d
番
田
壱
反
壱
畝
七
歩



　
ヲ
重
ネ
テ
抵
当
ト
為
シ
当
時
戸
長
竹
田
福
松
ヲ
欺
キ
公
証
並
二
役
場
印
ヲ

　
押
捺
セ
シ
メ
該
註
書
ヲ
交
付
ッ
金
六
十
円
ヲ
詐
取
シ
タ
ル
質
ト

第
二
　
被
告
理
兵
ハ
居
村
戸
長
在
職
中
即
明
治
十
七
年
三
月
菅
六
日
配
下
村

　
民
蟹
リ
徴
集
シ
タ
ル
税
金
六
拾
円
拾
九
銭
ヲ
所
轄
郡
役
所
へ
納
金
ス
ヘ
シ

　
ト
持
出
シ
納
付
セ
ス
其
鑑
逃
走
費
消
ツ
タ
ル
コ
ト

第
三
　
被
告
茂
十
郎
ハ
明
治
十
七
年
四
月
一
日
亡
町
田
鶴
匠
郎
ヨ
リ
博
徒
親

　
分
関
縞
吉
力
懲
罰
二
処
セ
ラ
レ
シ
ハ
藤
田
錠
吉
ノ
密
告
二
原
因
セ
ル
ニ
付

　
同
人
力
脆
ノ
一
本
モ
取
ル
カ
又
ハ
先
方
ノ
命
ヲ
取
ル
カ
自
分
ノ
命
ヲ
取
ラ

　
ル
・
力
ニ
ツ
一
ツ
ノ
所
存
昌
テ
親
分
ノ
復
讐
9
、
為
サ
ソ
ト
ノ
相
談
昌
応
シ

　
同
月
三
日
夜
新
堀
村
昌
会
シ
被
告
ハ
鶴
匠
郎
ヨ
リ
長
二
尺
五
寸
位
ノ
刀
ヲ

　
受
取
り
鶴
五
郎
ハ
一
尺
四
宏
寸
ノ
脇
差
ヲ
携
へ
同
日
午
篠
十
時
頃
碓
氷
郡

　
横
川
村
字
梅
久
保
拝
寄
留
セ
ル
藤
田
錠
吉
方
昌
至
リ
家
内
ノ
様
子
ヲ
窺
フ

　
ニ
来
客
ア
リ
テ
談
話
中
ナ
ル
ヲ
以
テ
鶴
五
郎
ト
共
昌
暫
ク
該
家
西
方
薪
ヲ

　
積
タ
ル
場
所
二
濾
レ
客
ノ
去
リ
タ
ル
後
鶴
玉
郎
力
該
家
東
方
出
口
脇
二
放

　
火
シ
火
事
ト
呼
立
錠
吉
ノ
家
内
ヨ
リ
立
出
タ
ル
処
ヲ
鶴
匠
郎
ハ
棒
ヲ
以
テ

　
殴
打
シ
被
告
茂
十
郎
ハ
抜
刀
ヲ
以
テ
切
付
ケ
格
闘
シ
錠
吉
ノ
前
額
部
願
頸

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
部
順
頂
部
及
後
頭
部
ノ
四
ケ
所
昌
打
撲
傷
ヲ
成
シ
又
右
上
鱒
部
右
股
骨
部

　
ノ
弐
ケ
所
二
刃
傷
ヲ
負
ハ
セ
該
傷
ノ
為
メ
同
月
六
日
死
二
至
ラ
シ
メ
タ
リ

　
而
シ
テ
其
修
ヤ
茂
十
郎
鶴
盃
郎
ノ
共
殴
昌
係
リ
傷
ヲ
成
ス
ノ
軽
重
ヲ
知
ル

　
能
ハ
ス
且
ツ
該
家
屋
ハ
放
火
ノ
為
メ
焼
椴
シ
タ
ル
モ
被
告
茂
十
郎
ハ
放
火

　
ノ
点
二
付
テ
ハ
共
謀
シ
タ
ル
ト
ノ
証
愚
充
分
ナ
ラ
サ
ル
ニ
付
治
罪
法
第
四

　
首
一
条
轟
依
リ
無
罪
ナ
リ
ト
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
永
が
垂
し
い
》

第
四
　
彼
告
桃
之
助
ハ
北
甘
楽
郡
高
瀬
村
清
水
栄
三
郎
方
二
滞
在
中
即
明
治

　
　
　
輿
治
十
七
年
・
群
燭
事
件
闘
係
謝
決
書

十
七
年
四
月
十
四
織
神
宮
茂
十
郎
力
前
項
ノ
犯
罪
者
タ
ル
コ
ト
ヲ
知
リ
テ

蔵
匿
シ
タ
リ
ト
見
認
．
ム
ヘ
キ
謹
愚
充
分
ナ
ラ
ス
因
テ
治
罪
法
第
三
百
蓋
十

　
八
条
晶
依
リ
無
罪
ナ
リ
ト
ス

第
宏
　
被
告
安
兵
衛
理
兵
桃
之
助
亀
吉
孝
三
郎
ハ
旧
自
由
党
員
昌
シ
テ
明
治

　
十
七
年
五
月
二
日
司
党
員
亡
野
中
弥
八
野
中
和
三
郎
等
ト
北
甘
楽
郡
相
野

　
田
村
山
林
昌
会
合
シ
安
兵
衛
ハ
東
京
自
由
党
本
部
へ
立
越
ス
旅
費
近
村
ノ

　
豪
家
二
至
リ
押
借
セ
ソ
ト
発
言
セ
シ
ニ
何
レ
モ
圃
意
シ
同
日
午
後
六
時
頃

　
該
山
林
ヲ
立
去
リ
凡
十
町
程
歩
シ
タ
ル
所
二
於
テ
孝
三
郎
ハ
老
年
ニ
シ
テ

　
同
行
ス
ル
能
ハ
サ
ル
旨
一
一
テ
辞
退
シ
携
フ
ル
所
ノ
倭
杖
ヲ
桃
之
助
昌
貸
与

　
シ
其
事
実
他
言
セ
サ
ル
約
ヲ
為
シ
別
レ
タ
ル
後
安
兵
衛
ハ
短
刀
理
兵
亀
吉

　
弥
八
ハ
脇
差
銚
之
助
和
三
郎
ハ
倭
杖
ヲ
携
へ
岡
夜
相
野
田
村
大
河
原
泰
助

　
方
昌
至
サ
裏
ロ
雨
戸
ヲ
押
明
ケ
家
内
二
立
入
リ
屋
内
ヲ
捜
索
シ
テ
赤
毛
布

　
壱
枚
ヲ
奪
取
穿
且
ツ
寝
臥
ス
ル
雇
人
大
河
原
弥
十
郎
ヲ
縛
シ
泰
助
ノ
所
在

　
ヲ
云
ハ
シ
メ
泰
助
夫
嫡
力
寝
臥
ス
ル
土
蔵
ノ
戸
外
二
立
越
シ
財
物
ヲ
出
サ

　
（
ま
ま
》

　
ぐ
レ
ハ
放
火
ス
ヘ
シ
ト
脅
迫
シ
恐
怖
ノ
余
リ
土
撒
二
階
窓
ヨ
9
投
与
ス
ル

　
紙
幣
銅
貨
天
條
銭
取
交
セ
九
円
拾
銭
及
半
纒
壱
枚
ヲ
奪
取
り
立
去
リ
タ
ル

　
コ
ト

第
六
　
被
告
安
兵
衛
理
兵
亀
吉
ハ
同
被
童
班
井
太
六
郎
亡
野
中
弥
八
野
中
和

　
三
郎
ト
明
治
十
七
年
五
月
七
日
埼
玉
県
児
玉
郡
蛭
獅
村
上
野
文
平
方
昌
於

　
テ
強
盗
為
ス
ヘ
キ
コ
き
ヲ
暢
議
シ
各
兇
器
ヲ
携
へ
同
日
午
後
十
二
時
頃
群

　
馬
県
多
胡
郡
上
疑
野
村
堀
越
忠
三
郎
居
宅
裏
口
爾
戸
ヲ
押
外
シ
押
入
ラ
ソ

　
ト
ス
ル
時
戸
主
忠
三
郎
何
者
ナ
ル
カ
ト
声
掛
ケ
タ
ル
際
神
妙
昌
セ
躍
ト
申

　
威
シ
タ
ル
モ
家
内
響
り
声
立
タ
ル
ヲ
以
テ
其
場
ヲ
立
去
嬰
尚
統
テ
同
夜
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
　
　
　
（
一
四
六
五
》



　
　
舅
治
十
七
年
9
灘
屍
峯
葎
麹
撮
料
決
書

　
繍
ノ
兇
暴
ヲ
携
へ
同
郡
下
日
野
村
清
水
藤
蔵
居
宅
雨
戸
ヲ
押
明
ケ
理
兵
弥

　
八
太
六
郎
ノ
三
名
家
内
二
押
入
り
外
三
名
ハ
戸
外
二
見
張
シ
藤
蔵
昌
対
シ

財物ヲ

渡
ス
ヘ
キ
旨
抜
刀
ヲ
以
テ
脅
迫
中
家
人
声
立
タ
ル
ヨ
リ
財
物
ヲ
得

　
ス
シ
テ
立
去
リ
タ
ル
讐
ト

第
七
　
被
告
安
兵
衛
ハ
佐
久
間
猛
被
告
理
兵
ハ
秋
葉
宗
花
亡
野
中
弥
八
ハ
中

　
村
政
蔵
ト
偽
称
シ
右
三
名
昌
於
テ
明
治
十
七
年
近
月
十
五
日
妙
義
山
麓
陣

　
場
ケ
原
昌
、
還
動
｝
会
9
開
7
ヲ
以
テ
一
該
所
二
来
会
ス
ヘ
キ
旨
ノ
回
章
数
十
通

　
ヲ
作
り
洞
被
告
代
吉
等
ヲ
シ
テ
各
所
二
配
布
セ
シ
メ
岡
β
代
吉
ハ
数
名
ヲ

　
率
惣
テ
来
会
シ
其
他
数
十
名
集
合
ス
ル
ニ
当
リ
高
崎
鎮
台
分
営
及
警
察
署

　
等
ヲ
襲
ヒ
且
ツ
北
甘
楽
郡
上
丹
生
村
生
産
会
社
岡
部
為
作
力
高
利
ヲ
貸
シ

　
小
民
困
難
ス
ル
ヲ
以
テ
該
家
轟
乱
入
セ
ソ
響
ト
ヲ
来
衆
二
指
揮
シ
伺
日
夕

　
方
多
衆
ヲ
率
テ
菅
原
村
昌
至
り
被
告
茂
十
郎
七
五
郎
重
平
米
吉
初
次
等
煽

　
動
シ
テ
集
合
シ
タ
ル
多
衆
ト
合
併
シ
該
村
飲
食
店
二
於
テ
飲
食
ヲ
為
シ
安

　
兵
衛
ハ
手
槍
理
兵
ハ
長
刀
亡
弥
八
ハ
短
刀
ヲ
携
へ
多
衆
ヲ
引
率
シ
テ
進
行

　
ス
ル
途
中
八
木
連
村
二
於
テ
兇
器
ヲ
蒐
メ
該
村
字
大
久
保
ノ
辻
二
於
テ
安

　
兵
衛
ハ
代
吉
三
対
シ
岡
部
為
作
家
宅
ノ
構
造
ヲ
聞
糺
シ
妓
昌
於
テ
衆
ヲ
部

　
署
シ
テ
三
組
ト
為
シ
先
手
ハ
代
吉
重
平
中
央
ハ
茂
十
郎
初
次
後
手
ハ
安
兵

　
衛
理
兵
七
竃
郎
亡
弥
八
晶
於
テ
指
揮
ス
ル
コ
ト
昌
定
メ
猶
ホ
為
作
方
昌
押

　
入
ル
際
該
塞
汲
二
於
テ
砲
発
セ
ハ
裏
手
昌
於
テ
鯨
声
ヲ
揚
ケ
之
レ
ヲ
合
図

　
昌
衷
裏
ヨ
リ
押
入
ル
ヘ
シ
ト
手
筈
ヲ
定
メ
同
夜
即
五
月
十
六
田
午
前
二
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

　
頃
為
作
方
昌
押
寄
セ
タ
リ
被
告
織
治
利
三
郎
柳
吉
弁
蔵
嘉
十
郎
清
吉
慶
次

　
郎
新
造
源
吉
丈
八
春
吉
市
匠
郎
半
次
郎
綱
吉
竹
次
郎
松
五
郎
鹿
造
平
七
弥

　
助
折
次
郎
兼
吉
源
置
郎
竹
次
郎
等
ハ
同
被
告
代
吉
重
平
七
匠
郎
等
ノ
煽
動

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六
　
　
（
一
四
六
六
》

　
昌
応
シ
刀
剣
棍
棒
ヲ
携
へ
或
ハ
陣
場
ケ
原
二
或
ハ
菅
原
村
昌
集
合
シ
為
作

方
轟
随
行
シ
タ
リ
多
衆
為
作
方
ユ
至
ル
ヤ
予
テ
示
シ
合
シ
タ
ル
手
筈
ヲ
以

　
テ
邸
内
昌
押
入
リ
茂
十
郎
七
蒐
郎
重
平
代
吉
米
吉
初
次
等
ハ
其
勢
ヲ
助
ケ

衆
ト
共
二
培
壁
ヲ
破
壊
シ
尚
ホ
安
兵
衛
理
兵
ハ
該
家
二
放
火
ス
ヘ
シ
ト
指

揮
シ
タ
ル
ヨ
リ
姓
名
知
レ
サ
ル
者
之
レ
ニ
応
シ
苧
殻
ヲ
持
来
リ
テ
為
作
居

宅
並
二
土
蔵
一
戸
へ
放
火
シ
該
土
蔵
ハ
焼
熾
二
至
ラ
ス
居
宅
ハ
焼
燈
シ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

外
土
蔵
昌
延
焼
セ
シ
メ
タ
リ
而
シ
テ
被
告
弁
蔵
嘉
十
郎
市
匠
郎
慶
次
郎
新

造
及
丈
八
ハ
事
発
覚
前
官
二
自
首
シ
タ
ル
コ
ト

　
又
被
告
吉
五
郎
繁
次
郎
周
吉
倉
吉
茂
助
久
蔵
及
利
吉
ハ
右
暴
動
昌
加
入
シ

　
タ
リ
ト
見
認
ム
ヘ
キ
響
悪
充
分
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
治
罪
法
第
三
百
五
十
八

　
条
昌
依
リ
無
罪
ヲ
書
渡
ス

第
八
　
初
次
ハ
暴
勤
ヲ
為
シ
タ
ル
末
明
治
十
八
年
十
月
廿
日
北
甘
楽
郡
菅
原

　
村
吉
田
ふ
く
方
畠
潜
伏
中
松
井
田
分
署
詰
巡
査
神
原
春
吉
外
二
名
来
リ
逮

　
捕
ノ
際
遁
ケ
ソ
恥
ス
ル
モ
能
ハ
サ
ル
ヨ
リ
懐
中
シ
タ
ル
短
刀
ヲ
以
テ
拒
捕

　
シ
春
吉
左
手
上
露
骨
部
内
面
及
左
手
栂
指
内
方
ヲ
傷
シ
為
メ
麟
一
栂
指
ハ
屈

　
伸
不
自
由
昌
至
夢
タ
ル
認
ト

　
右
昌
列
記
ス
ル
第
一
項
ノ
証
葱
ハ
岡
部
為
作
ノ
告
訴
状
横
尾
寿
平
ノ
証
言

奥
印
簿
取
調
書
及
ヒ
偽
造
護
書
、
第
二
項
ノ
謹
愚
ハ
中
村
皆
吉
乙
告
訴
状
同

人
力
上
納
金
手
続
書
理
兵
力
小
島
警
部
第
三
回
調
書
第
三
項
ノ
証
瀬
ハ
茂
十

郎
力
小
島
警
部
ノ
三
四
五
回
調
書
同
検
事
調
書
同
予
審
四
葦
回
調
書
証
人
藤

田
ゆ
き
町
田
た
み
ノ
予
審
調
書
検
証
調
書
錠
吉
ヵ
死
亡
届
犯
罪
ノ
用
昌
供
シ

タ
ル
刀
及
犯
罪
ノ
当
時
着
馬
シ
タ
ル
衣
類
、
第
五
項
ノ
証
懸
ハ
大
河
原
泰
助

力
訴
書
並
陳
述
書
大
河
原
ま
す
ノ
予
審
調
書
証
人
大
河
原
喜
三
郎
同
峯
吉
白



石
杢
哉
力
予
審
灘
書
大
河
原
泰
助
方
図
面
安
兵
衛
力
吉
田
警
部
第
十
回
屍

第
十
一
回
宏
十
項
乃
至
百
二
十
四
項
安
兵
衛
力
村
田
検
事
補
調
書
第
三
十
二

項
乃
至
謹
十
八
狽
理
兵
力
吉
田
嘗
部
第
六
回
十
三
項
乃
至
三
十
一
項
同
第
十

七
回
一
項
理
兵
力
検
事
醐
書
二
十
八
項
二
十
九
項
岡
予
審
第
四
回
調
書
弥
八

力
吉
田
警
部
八
回
調
書
八
項
乃
至
三
十
七
項
祠
予
審
七
回
十
一
項
乃
至
四
十

四
積
同
九
回
調
書
桃
之
助
力
吉
田
警
部
十
回
調
書
一
項
同
十
一
回
調
書
一
項

乃
至
三
十
二
項
同
十
三
回
一
項
乃
至
三
十
四
項
同
人
力
予
審
二
回
調
書
和
三

郎
力
吉
田
警
部
一
團
調
書
同
村
田
検
事
補
調
書
同
予
審
四
回
調
養
一
項
乃
至

七
項
亀
吉
力
近
藤
警
部
三
回
調
書
一
項
乃
至
七
項
同
五
回
謁
書
一
項
刀
至
八

項
同
吉
田
警
部
一
回
調
書
二
十
二
項
乃
至
四
十
九
項
同
村
田
検
事
補
調
書
二

環
乃
至
十
五
項
同
予
審
一
回
調
書
及
五
姻
調
霧
四
項
乃
至
二
十
九
項
孝
三
郎

力
吉
田
警
部
＝
一
回
調
養
同
村
田
検
事
補
調
書
十
一
項
以
下
和
三
郎
亀
吉
力

犯
罪
ノ
用
昌
供
シ
タ
ル
刀
新
井
り
か
力
嫡
末
書
及
大
河
原
弥
十
郎
ノ
莚
言
、

第
六
項
ノ
蕃
癒
ハ
堀
越
忠
三
郎
力
強
盗
難
届
及
証
言
清
水
藤
蔵
力
強
盗
難
届

及
証
言
同
人
妻
せ
き
1
証
言
安
兵
衛
力
吉
田
警
部
拾
回
調
書
七
八
項
同
十
一

回
調
書
二
十
項
乃
至
三
十
四
項
同
村
田
検
事
補
調
書
三
十
九
項
乃
至
四
十
二

項
同
予
審
叢
回
調
書
理
兵
力
吉
田
警
部
十
六
回
調
書
四
十
一
項
乃
至
四
十
七

項同

村
田
検
事
補
調
書
三
十
九
項
乃
至
四
十
一
項
同
予
審
第
五
回
調
書
弥
八

力
吉
田
警
部
九
回
調
書
三
十
五
項
以
下
同
予
審
七
回
調
書
四
十
、
五
項
巳
下
和

三
郎
力
吉
田
警
部
一
回
調
書
三
十
項
以
下
同
村
田
検
事
補
調
書
十
一
項
以
下

岡
予
審
四
回
講
書
八
項
以
下
亀
吉
力
近
藤
警
部
五
回
調
書
孟
項
以
下
同
吉
田

警
部
二
回
調
書
六
項
以
下
同
村
田
検
事
補
調
書
十
九
項
以
下
同
予
審
鉦
回
調

書
三
十
八
項
以
下
太
六
郎
吉
田
警
部
二
回
調
書
岡
村
田
検
事
補
調
書
同
予
審

　
　
明
治
十
七
年
・
群
馬
蜜
翫
頃
係
判
決
餐

謁
書
．
第
七
項
ノ
証
愚
ハ
安
兵
衛
力
村
田
検
寮
補
調
書
理
兵
力
村
田
検
事
補

馨
同
省
蒙
薔
及
巻
響
馨
馨
聾
回
調
募
八
力
響

書
同
吉
田
警
部
力
二
回
六
回
調
書
重
平
力
警
察
署
一
回
三
回
調
書
同
予
審
一

回
調
書
十
匠
項
及
二
十
二
項
乃
至
三
十
三
項
米
吉
力
警
察
暑
三
回
調
書
十
九

項
乃
至
三
十
七
項
安
兵
衛
力
予
審
三
回
調
書
九
項
同
六
回
調
書
二
八
九
十
項

為
作
力
警
察
署
第
剛
回
調
書
二
項
乃
薫
六
項
同
二
回
調
書
初
次
力
警
察
署
調

書
茂
十
郎
力
予
審
講
書
及
差
押
ア
ル
銃
砲
刀
剣
被
告
吉
五
郎
以
下
五
名
及
利

吉
ヲ
除
キ
被
皆
織
治
以
下
二
十
三
名
二
対
ス
ル
証
懸
ハ
被
告
各
自
ノ
予
審
調

書
岡
部
為
作
！
上
申
書
巡
査
ノ
現
況
上
申
書
．
第
八
項
ノ
証
愚
ハ
初
次
力
警

察
及
予
審
調
書
検
証
調
書
証
人
神
原
春
吉
力
予
審
調
書
被
害
者
ノ
鑑
定
書
及

犯
罪
ノ
用
晶
供
シ
タ
ル
短
刀
等
二
依
リ
第
一
項
ヨ
リ
第
八
項
二
至
ル
ノ
証
愚

充
分
ナ
リ
ト
ス

　
之
ヲ
法
津
』
照
ス
昌
織
治
力
第
一
ノ
所
為
官
文
書
偽
造
ハ
刑
法
第
二
百
四

条
同
第
二
百
六
条
官
印
盗
用
ハ
同
第
百
九
十
五
条
岡
第
百
九
十
七
条
昌
ヨ
リ

共
晶
軽
懲
役
六
年
重
抵
当
ハ
同
第
三
百
九
十
三
条
二
項
同
第
三
百
九
十
条
同

第
三
百
九
十
四
条
輌
ヨ
リ
各
範
棚
二
於
テ
重
禁
鋼
四
月
罰
金
四
円
監
視
六
月

晶
該
ル
理
兵
力
第
ニ
ノ
所
為
官
金
窃
取
ハ
刑
法
第
二
百
八
十
九
条
二
激
リ
軽

懲
役
六
年
二
該
ル
茂
十
郎
力
第
三
ノ
所
為
殴
打
死
・
・
一
致
シ
タ
ル
ハ
同
第
二
百

九
十
九
条
同
第
三
百
二
条
ニ
ヨ
リ
重
懲
役
一
二
等
ヲ
加
へ
有
期
循
刑
岡
第
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

百
五
条
ニ
ヨ
嬰
一
等
ヲ
減
シ
重
懲
役
九
年
二
該
ル
安
兵
理
兵
桃
之
助
亀
吉
孝

三
郎
ヵ
第
蓋
ノ
所
為
強
盗
ハ
同
第
三
百
七
十
八
条
同
第
三
百
七
十
九
条
一
二

項
昌
ヨ
リ
軽
懲
役
丘
一
等
ヲ
加
へ
有
期
徒
刑
孝
三
郎
ハ
同
第
百
九
条
轟
ヨ
リ

一
等
ヲ
減
シ
重
懲
役
各
同
第
八
十
九
条
九
十
条
ニ
ョ
リ
各
本
刑
ヨ
リ
ニ
等
ヲ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
　
　
（
一
四
六
七
）



選叢嚢

馨

婆
安
秀
翼
桃
務
妻
ハ
軽
嚢
七
駿
鼠
蒔
葵
＋
九
条
ノ

刑
期
二
年
以
上
匠
年
以
下
ノ
範
囲
晶
於
テ
重
蒙
鋼
二
年
傍
ホ
同
第
三
百
八
十

四
条
ニ
ョ
リ
監
視
六
月
昌
該
ル
安
兵
衛
理
兵
亀
壷
昌
夘
六
ノ
所
為
夜
間
故
ナ
ク

人
ノ
邸
宅
ヲ
侵
シ
タ
ル
ハ
影
百
七
主
喬
碧
彗
一
奎
窒
．
一
ヨ

リ
一
等
ヲ
加
へ
一
月
七
日
以
上
一
年
三
月
以
下
ノ
重
禁
鋼
範
囲
昌
於
テ
重
禁

鋼
二
月
昌
強
盗
未
遂
ハ
同
第
三
百
七
十
八
条
同
第
三
百
七
十
九
条
幽
二
項
昌

響
り
軽
懲
役
三
一
等
ヲ
加
へ
有
期
徒
刑
未
遂
ナ
ル
ヲ
以
テ
同
第
百
十
二
条
同

第
百
十
三
条
昌
ヨ
リ
ニ
等
同
第
八
十
九
条
同
第
九
十
条
ニ
ヨ
リ
一
等
通
シ
テ

憲
等
ヲ
減
シ
岡
第
六
十
九
条
ノ
刑
期
二
年
以
上
匠
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
ノ
範
囲

昌
於
テ
重
禁
鋼
三
年
りう
同
第
三
百
八
十
四
条
昌
ヨ
リ
監
視
六
月
昌
該
ル
第
七

ノ
所
為
安
兵
衛
理
兵
力
暴
動
首
魁
ハ
同
第
百
三
十
七
条
上
段
昌
ヨ
リ
重
懲
役

九
年
放
火
教
陵
ノ
点
ハ
岡
第
百
三
十
八
条
一
項
同
第
百
五
条
ニ
ョ
リ
死
刑
同

第
八
十
九
条
九
十
条
“
ヨ
リ
ニ
等
ヲ
減
シ
安
兵
衛
ハ
有
姐
徒
刑
十
三
年
理
兵

ハ
有
期
徒
刑
十
二
年
昌
該
リ
茂
十
郎
七
五
郎
米
吉
代
吉
ハ
岡
第
百
三
十
七
条

中
段
昌
望
銑
軽
懲
役
同
第
八
十
九
条
九
十
条
葡
一
ヨ
リ
一
等
ヲ
減
シ
同
第
六
十

九
条
ノ
刑
期
二
年
以
上
五
年
以
下
1
重
禁
鋼
ノ
範
囲
二
於
テ
重
禁
鯛
二
年
六

月
昌
該
リ
重
平
初
次
ハ
同
第
百
三
十
七
条
中
段
清
軽
キ
者
軽
懲
役
一
二
等
ヲ

減
シ
同
第
穴
十
九
条
刑
期
二
年
以
上
宏
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
初
次
ハ
軽
罪
再
犯

晶
付
岡
第
九
十
二
条
ニ
ヨ
リ
一
等
ヲ
加
へ
二
年
六
月
以
上
六
年
三
月
以
下
ノ

重
紫
鋼
各
同
第
八
十
九
条
九
十
条
轟
ヨ
リ
一
・
等
ヲ
減
ツ
重
平
ハ
一
年
六
月
以

上
三
年
九
月
以
下
ノ
重
禁
鋼
初
次
ハ
一
年
十
月
十
銭
日
以
上
四
年
八
月
七
日

以
下
ノ
盤
禁
鏑
ノ
範
囲
昌
於
ザ
重
平
ハ
重
禁
飼
一
年
六
月
初
次
ハ
ニ
年
昌
該

リ
吉
露
郎
繁
次
郎
燭
吉
倉
吉
茂
助
久
蔵
利
吉
ヲ
除
キ
織
治
以
下
二
十
三
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八
　
　
（
噌
四
六
八
）

ハ
同
第
百
三
十
七
条
末
段
ニ
ヨ
リ
ニ
円
以
上
二
十
円
以
下
ノ
罰
金
春
吉
ハ

岡
第
八
十
条
二
項
頓
ヨ
勢
二
等
ヲ
減
シ
科
料
壱
円
以
上
罰
金
十
円
以
下
国
菰

郎
ハ
同
第
八
十
一
条
ニ
コ
リ
一
等
ヲ
減
シ
科
料
壱
円
五
十
銭
以
上
罰
金
十
玉

円
以
下
該
蓋
撃
＋
郎
市
五
郎
嚢
郎
新
甕
夫
ハ
同
笑
＋
菱

一
ヨ
リ
一
等
ヲ
減
シ
科
料
壱
円
五
十
銭
以
上
罰
金
十
匠
円
以
下
昌
該
ル
初
次

力
第
八
ノ
所
為
拒
捕
ハ
同
第
百
三
十
九
条
同
第
百
四
十
条
同
第
三
百
条
末
項

　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
）

同
第
百
条
ニ
ヨ
リ
重
キ
殴
傷
罪
従
ヒ
一
等
ヲ
加
へ
二
年
六
月
以
上
六
年
三
月

以
下
ノ
重
禁
鑓
軽
罪
再
犯
昌
付
同
第
九
十
二
条
“
ヨ
リ
一
等
ヲ
加
へ
三
年
一

月
十
五
日
以
上
七
年
九
月
二
十
二
日
以
下
ノ
重
禁
鋼
伽
ホ
同
第
八
十
九
条
同

第
九
十
条
麟
ヨ
墾
一
等
ヲ
減
シ
ニ
年
四
月
三
日
以
上
五
年
十
月
九
日
以
下
ノ

重
禁
銅
ノ
範
囲
論
於
テ
重
禁
鋼
二
年
五
月
二
該
ル
以
上
数
罪
倶
発
ハ
同
第
百

条
二
依
リ
一
ノ
重
キ
昌
従
ヒ
処
断
ス
ヘ
キ
モ
！
ト
ス

　
右
ノ
理
由
ナ
ル
昌
因
り
被
告
安
兵
衛
ハ
有
期
徒
刑
十
三
年
理
兵
ハ
有
期
徒

刑
十
二
年
桃
之
助
亀
吉
ハ
各
軽
懲
役
七
年
孝
三
郎
ハ
重
禁
鏑
二
年
監
視
六
月

茂
十
郎
ハ
重
懲
役
九
年
七
五
郎
米
吉
代
吉
ハ
各
重
禁
鏑
二
年
六
月
重
平
ハ
一

年
六
月
初
次
ハ
重
禁
鏑
二
年
匠
月
織
治
ハ
軽
懲
役
六
年
利
三
郎
柳
吉
清
吉
源

吉
半
次
郎
綱
吉
竹
次
郎
松
五
郎
鹿
造
平
七
弥
助
折
次
郎
兼
吉
源
五
郎
竹
次
郎

ハ
各
罰
金
弐
卑
繋
芋
郎
市
爺
嚢
郎
新
菱
八
璽
郎
ハ
各
科
料
金

壱
円
豆
拾
銭
昌
処
ス
春
吉
ハ
科
料
金
壱
栂
二
該
ル
モ
明
治
十
八
年
三
月
三
十

一
日
重
禁
鋸
二
月
十
冠
日
監
視
六
月
ノ
処
分
ヲ
受
ケ
ル
ヲ
以
テ
刑
法
第
百
二

条
二
照
シ
本
案
ノ
刑
軽
キ
ニ
付
論
セ
ス
又
初
次
ハ
明
治
十
八
年
三
月
十
二
日

罰
金
五
円
ノ
刑
ヲ
受
ケ
ル
ヲ
以
テ
該
刑
ハ
同
第
菅
二
条
二
照
シ
本
案
ノ
刑
昌

通
算
ス



　
　
億
犯
罪
ノ
用
昌
供
シ
タ
ル
物
件
中
被
告
人
ノ
所
有
昌
係
ル
モ
ノ
ハ
刑
法

　
第
四
十
葺
条
昌
依
銑
没
収
シ
其
他
ノ
物
件
ハ
各
所
有
主
へ
還
付
ス

　
　
被
告
七
宏
郎
織
治
ハ
欠
席
ナ
ル
ヲ
以
テ
治
罪
法
第
四
百
七
条
輌
ヨ
リ
刑

　
1
期
満
免
除
農
至
ル
迄
何
時
昌
テ
モ
故
障
為
ス
コ
ト
ヲ
得
若
シ
捕
二
就
キ

　
タ
ル
時
ハ
其
期
限
十
臼
内
ナ
リ
ト
ス
又
被
告
清
吉
ハ
同
ク
欠
席
ナ
ル
ヲ
以

　
テ
言
渡
書
ノ
送
達
ア
リ
タ
ル
ヨ
リ
三
日
内
昌
故
障
為
ス
コ
ト
ヲ
得

検
察
官
穣
事
補
向
井
畿
立
会
宣
告
ス

　
　
輿
治
二
十
年
七
月
廿
九
日
於
前
橋
重
罪
裁
判
所

陪陪裁
　　判
席席長

裁
判
言
渡
書

前
擬
始
審
戴
判
所
長

始
審
裁
判
所
判
事

始
審
誠
判
所
判
事

裁
判
所
書
記

裁
判
所
書
記

千
谷
敏
徳

小
田
切
秀
継

吉
川
直
簡

井
上
広
佐

芝
野
鱗
弥

　
　
　
　
　
臨
麟
融
鵜
翁
雫
昌
村

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
馨
諮
欝
魅
欝

前
橋
重
罪
裁
判
所
昌
於
テ
ハ
予
審
判
事
ノ
書
渡
昌
因
り
被
告
昌
対
ス
ル
強

盗
事
件
ヲ
受
理
シ
鼓
昌
被
告
人
ヲ
訊
閥
シ
訴
訟
書
類
ノ
朗
読
検
察
官
ノ
論
告

弁
護
人
ノ
弁
諭
ヲ
聴
キ
以
テ
之
レ
カ
遂
審
案
処

繁
一
　
被
告
太
六
郎
ハ
小
林
安
兵
衛
湯
浅
理
兵
上
原
亀
吉
亡
野
中
弥
八
野
中

　
　
輿
治
十
七
年
・
群
鳥
導
件
関
係
判
決
書

和
三
郎
ト
明
治
十
七
年
匠
月
七
日
埼
玉
県
児
玉
郡
蛭
川
村
上
野
文
平
方
昌

於
テ
強
盗
為
ス
ヘ
キ
コ
ト
ヲ
協
議
ツ
各
兇
器
ヲ
携
へ
同
日
午
後
十
二
時
頃

　
群
馬
県
多
胡
郡
上
日
野
村
堀
越
忠
三
郎
居
宅
裏
口
雨
戸
ヲ
押
外
シ
押
入
ラ

　
ソ
ト
ス
ル
時
戸
主
忠
三
郎
何
者
ナ
ル
カ
ト
声
掛
ケ
タ
ル
際
神
妙
ニ
セ
蟹
ト

　
串
威
シ
タ
ル
モ
家
内
ヨ
リ
声
立
タ
ル
ヲ
以
テ
其
場
ヲ
立
去
リ
タ
リ

第
二
　
前
項
堀
越
忠
三
郎
方
ヲ
立
去
り
同
夜
嗣
一
ノ
兇
器
ヲ
携
へ
同
郡
下
日

　
野
村
清
水
藤
蔵
居
宅
雨
戸
ヲ
押
明
ケ
理
兵
弥
八
及
被
告
ノ
三
名
家
内
畠
押

　
入
リ
外
三
名
ハ
戸
外
昌
見
張
シ
藤
蔵
昌
対
シ
財
物
ヲ
渡
ス
ヘ
キ
旨
抜
刀
ヲ

　
以
テ
脅
迫
中
家
人
ノ
声
立
タ
ル
ヨ
リ
財
物
ヲ
得
ス
シ
テ
立
去
リ
タ
リ

　
以
上
ノ
事
実
ハ
被
害
者
堀
越
忠
三
郎
力
訴
書
予
審
調
書
清
水
藤
蔵
ヵ
訴
書

予
審
調
轡
被
告
力
吉
田
警
部
ノ
訊
問
調
書
予
審
一
回
調
書
及
当
廷
Z
陳
述
二

際
シ
証
愚
充
分
ナ
サ
ト
ス
之
レ
ヲ
法
律
昌
照
ス
昌
第
一
ノ
所
為
ハ
刑
法
第
百

　
　
　
　
　
　
　
へ

七
十
二
条
同
第
百
七
十
一
条
二
四
項
ニ
ヨ
リ
一
等
ヲ
加
へ
一
月
七
日
以
上
一

年
三
月
以
下
ノ
重
禁
鋼
第
ニ
ノ
所
為
ハ
同
第
三
百
七
十
八
条
同
第
三
百
七
十

九
条
一
二
項
ニ
ヨ
リ
軽
懲
役
丘
一
等
ヲ
加
へ
有
期
徒
刑
未
遂
ナ
ル
ヲ
以
テ
同

百
十
二
条
同
第
百
十
三
条
ニ
ョ
リ
ニ
螢
園
第
八
十
九
条
同
第
九
十
条
論
響
リ

一
等
ヲ
滅
シ
通
シ
テ
三
等
ヲ
減
シ
同
第
六
十
九
条
ノ
刑
期
二
年
以
上
五
年
以

下
ノ
重
禁
鋼
同
第
三
百
八
十
四
条
昌
ヨ
リ
六
月
以
上
ご
年
以
下
ノ
監
視
二
該

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
霊
ま
）

当
ス
以
上
二
罪
倶
発
二
付
．
同
第
百
条
ニ
ョ
リ
一
重
キ
第
ニ
ノ
処
為
昌
従
ヒ
処

断
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス

　
右
ノ
理
由
二
依
獄
被
告
新
井
太
六
郎
二
対
シ
対
質
ノ
上
重
禁
鱈
三
年
監
視

六
月
三
処
ス
ル
者
也

　
検
察
官
検
事
村
田
継
述
立
会
宣
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
　
　
（
鱒
四
六
九
》



瞬
治
十
七
年
。
灘
鳥
事
件
腱
係
特
決
毒

纏
禰
重
罪
裁
判
所

　
　
　
　
　
　
裁
判
長

　
　
　
　
　
　
陪
席

舅
治
二
十
年
十
二
潟
十
日

　
　
　
　
　
　
陪
席

宣
告
書

前
播
始
審
戴
判
所
長

始
審
裁
判
所
判
事

嫡
審
裁
判
所
判
事

裁
判
所
書
記

千
谷
敏
徳

小
田
切
秀
継

吉
川
直
衝

芝
野
義
弥

　
　
　
　
　
　
譲
頚
醗
鰻
嬬
甥
姻
騨
眠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
講
輕
働

　
　
　
　
　
　
群
馬
県
上
野
国
碓
氷
郡
土
塩
村
平
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上
原
　
　
亀
吉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
十
七
年
四
月

　
右
桃
之
助
外
一
名
力
被
告
寡
件
昌
付
朋
治
二
十
年
七
月
二
十
九
日
前
橋
重

罪裁判

所
脚
甲
於
テ
審
理
ノ
宋
被
告
桃
之
助
ハ
神
宮
茂
十
郎
力
犯
罪
者
タ
ル
裳

ト
ヲ
知
テ
蔵
隆
シ
タ
リ
ト
見
認
ム
可
キ
証
愚
充
分
ナ
ラ
ス
因
テ
治
罪
法
第
三

百
孟
十
八
条
鞄
依
リ
無
罪
ナ
リ
被
告
桃
之
助
亀
吉
力
第
玉
ノ
所
為
強
盗
ハ
刑

法
第
三
百
七
十
八
条
全
第
三
百
七
十
九
条
＝
一
項
晶
ヨ
リ
軽
懲
役
三
一
等
ヲ

加
へ
潜
期
徒
刑
各
全
第
八
十
九
条
九
十
条
昌
．
響
リ
本
刑
ヨ
ユ
一
等
ヲ
滅
シ
軽

懲
役
七
年
被
告
亀
青
第
六
ノ
桁
為
夜
閥
故
ナ
ク
人
ノ
邸
宅
り
侵
シ
タ
ル
ハ
全

第
百
七
十
二
条
全
第
百
七
十
一
条
二
四
項
ポ
ヨ
リ
一
等
ヲ
加
へ
重
禁
鋸
二
月

昌
強
盗
未
遂
ハ
全
第
三
百
七
十
八
条
全
第
三
百
七
十
九
条
一
二
項
一
ヨ
リ
軽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
○
　
　
（
嶋
四
七
G
）

懲
役
三
一
等
ヲ
加
へ
有
期
徒
刑
未
遂
ナ
ル
ヲ
以
テ
全
第
百
十
二
条
全
第
百
十

三
条
昌
ヨ
リ
ニ
等
全
第
八
十
九
条
全
第
九
十
条
二
依
リ
一
等
通
シ
テ
三
等
ヲ

減
シ
全
第
六
十
九
条
ノ
刑
期
二
年
以
上
五
年
以
下
ノ
重
禁
鋼
去
範
囲
昌
於
テ

露
禁
銅
三
年
傍
全
第
三
百
八
十
四
条
昌
ヨ
リ
監
視
六
月
二
該
ル
数
罪
倶
発
ス

ル
ヲ
以
テ
全
第
百
条
轟
依
サ
轍
ノ
重
キ
昌
従
ヒ
処
断
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
因
テ

被
告
桃
之
助
亀
吉
ハ
各
軽
懲
役
七
年
一
一
処
ス
ト
言
渡
シ
タ
ル
裁
判
ヲ
不
当
ナ

リ
ト
シ
被
告
爾
人
共
各
上
告
シ
タ
リ
被
告
桃
之
助
力
上
告
ノ
要
旨
ハ
第
一
大

河
原
泰
助
二
自
由
党
加
盟
セ
シ
ム
ル
精
神
昌
テ
全
人
宅
前
晶
到
ル
近
ギ
昌
及

ヒ
道
路
ノ
芝
ノ
生
茂
シ
タ
ル
所
晶
休
憩
シ
安
兵
衛
力
説
二
弥
八
ハ
近
村
ノ
者

ニ
テ
泰
助
ト
ハ
懇
意
ノ
者
理
焦
舘
陀
戸
長
全
職
…
ア
親
睨
ノ
者
ナ
ル
ヨ
リ
三

人
ニ
テ
説
諭
昌
往
キ
着
シ
服
セ
サ
レ
ハ
其
節
応
援
ス
可
シ
嫡
〆
ヨ
リ
多
衆
雑

沓
ス
ル
ハ
悪
シ
ト
テ
遂
二
安
兵
衛
外
二
人
力
立
寄
リ
自
分
外
二
人
ハ
芝
地
昌

暫
時
休
憩
シ
居
タ
ル
次
第
…
ア
強
盗
昌
到
リ
タ
ル
ニ
非
ラ
ス
ト
ノ
コ
ト
第
二

泰
助
ノ
親
族
ナ
ル
大
河
原
峯
吉
大
河
原
喜
三
郎
ト
泰
助
ノ
雇
人
タ
ル
大
河
原

弥
十
郎
ヲ
証
人
ト
為
シ
被
告
ヲ
強
盗
ナ
リ
ト
裁
判
シ
タ
ル
ハ
不
法
ナ
リ
第
三

警
察
署
ノ
調
書
ハ
被
告
力
罰
セ
ラ
ル
・
原
由
ナ
リ
ト
難
ト
モ
此
訊
問
タ
ル
ヤ

苛
酷
ノ
拷
問
ヨ
リ
成
立
タ
ル
調
書
ナ
レ
ハ
註
懸
ト
ナ
ス
昌
足
ラ
ス
ト
ノ
コ
ト

第
四
仮
り
昌
安
兵
衛
外
二
人
力
金
銭
財
物
ヲ
強
取
シ
タ
リ
ト
ス
ル
モ
自
分
外

二
名
ハ
芝
地
二
休
憩
シ
待
受
ケ
シ
者
晶
シ
テ
毫
モ
其
家
宅
昌
侵
入
セ
サ
ル
昌

共
犯
者
ト
ナ
シ
罰
セ
シ
ハ
頗
ル
失
当
ノ
裁
判
ナ
リ
ト
云
ヒ
循
ホ
追
伸
書
ヲ
以

テ
拡
張
ス
ル
要
旨
ハ
第
一
公
廷
轟
於
テ
和
三
郎
力
知
己
ノ
人
ま
ア
自
分
ハ
其

人
ノ
人
名
ヲ
知
ラ
言
シ
カ
書
轟
麗
薦
異
名
ヲ
申
立
タ
ル
馨
理

セ
サ
ル
ハ
不
当
ナ
リ
第
二
被
害
者
泰
助
ノ
妻
マ
ス
ノ
陳
述
弥
十
郎
力
陳
述
等



ハ
不
完
全
昌
シ
テ
之
レ
ヲ
台
照
ス
ル
毎
強
テ
六
人
ノ
共
犯
ト
ハ
認
定
ス
ル
ヲ

得
サ
レ
ハ
公
濁
正
大
ノ
判
決
ヲ
望
ム
ト
云
フ
昌
在
り
被
告
亀
吉
力
上
告
ノ
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ま
ま
｝

旨
ハ
大
河
原
暴
助
方
へ
到
リ
タ
ル
ハ
強
盗
昌
非
ラ
ス
シ
テ
自
由
党
員
二
加
名

セ
シ
メ
ソ
ト
ノ
意
旨
ヲ
以
テ
全
家
二
参
ル
途
中
泰
助
居
宅
ヨ
リ
凡
ソ
弐
丁
程

距
ル
処
昌
到
リ
自
分
外
二
名
ハ
其
場
昌
待
居
タ
ル
ノ
ミ
ニ
シ
テ
強
盗
ノ
所
為

ナ
ル
コ
ト
毫
そ
覚
へ
無
キ
昌
付
公
明
正
大
ノ
判
決
ヲ
求
ム
ト
云
7
二
在
リ

　
対
手
人
原
裁
判
所
検
事
近
藤
巨
摩
ハ
被
告
爾
名
力
上
告
趣
旨
ハ
其
理
由
無

キ
貿
ヲ
答
弁
セ
リ

　
大
審
院
昌
於
テ
治
罪
法
第
四
百
二
十
匠
条
ノ
法
式
ヲ
履
行
シ
タ
ル
晶
被
告

被告桃

之
助
力
上
告
第
ニ
ノ
趣
旨
ヲ
敷
術
ゼ
リ
働
毒

立
会
検
拳
磯
部
四
郎
ノ
意
見
ヲ
聴
キ
審
理
判
決
ス
ル
コ
ト
左
ノ
如
シ

　
被
告
桃
之
助
力
上
告
第
一
第
四
追
伸
書
第
ニ
ノ
論
旨
及
ヒ
上
原
亀
吉
力
上

告
論
旨
ハ
要
ス
ル
昌
堂
葵
ノ
判
定
ト
採
証
ノ
当
否
ヲ
論
難
ス
ル
ニ
過
キ
サ
レ

ハ
治
罪
法
第
四
百
十
条
ノ
各
項
目
晶
適
当
セ
サ
ル
ヲ
以
テ
上
告
ノ
原
由
ト
為

ス
ヲ
得
ス
被
告
桃
之
助
力
上
告
第
ニ
ハ
泰
助
ノ
親
族
ナ
ル
大
河
原
峯
吉
大
河

原
喜
三
郎
ト
泰
助
ノ
雇
人
タ
ル
大
河
厚
弥
十
郎
ヲ
証
人
ト
為
シ
裁
判
シ
タ
ル

ハ
不
法
ナ
リ
ト
云
フ
昌
在
レ
ト
モ
大
河
原
泰
助
ハ
明
治
二
十
年
七
月
一
日
民

事
原
告
人
ノ
取
消
願
ヲ
為
シ
タ
ル
讐
ト
ハ
一
件
書
類
畠
徴
シ
テ
明
カ
ナ
リ
然

レ
ハ
仮
令
峯
吉
外
二
名
ハ
泰
助
ノ
親
族
雇
人
ナ
ル
モ
是
等
ヲ
誰
人
ト
為
ス
昌

付
法
律
昌
触
ル
・
所
ナ
ケ
レ
ハ
之
ヲ
笹
人
ト
為
シ
タ
ル
ハ
毫
モ
不
法
昌
非
ラ

サ
ル
ナ
リ
第
三
警
察
署
ノ
調
書
ハ
苛
酷
ノ
拷
問
昌
ヨ
リ
成
立
タ
ル
旨
論
告
ス

レ
ト
モ
一
件
書
類
ヲ
査
ス
ル
ニ
絶
テ
其
事
蹟
無
ケ
レ
ハ
採
用
ス
ル
茜
由
シ
無

キ
者
ト
ス
追
伸
書
第
一
ハ
公
廷
昌
於
テ
亀
吉
力
無
罪
艶
誰
ス
ル
為
メ
申
立
タ

　
　
　
明
拍
十
七
年
・
騨
蔦
事
件
関
係
判
株
書

ル
人
ヲ
審
理
七
サ
ル
ハ
不
当
ナ
リ
ト
云
フ
モ
他
人
力
申
立
タ
ル
証
人
喚
間
ノ

請
求
ヲ
擦
用
セ
サ
ル
ト
テ
被
告
力
彼
此
論
難
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
者
ト
ス
況

ソ
ヤ
其
請
求
ヲ
許
否
ス
ル
ハ
裁
判
官
ノ
権
内
二
属
ス
ル
ヲ
以
テ
之
ヲ
聴
許
噸

サ
ル
ト
テ
不
法
ト
云
フ
ヲ
得
サ
ル
昌
於
テ
ヲ
ヤ
因
テ
被
告
爾
名
力
上
告
趣
旨

ハ
相
立
タ
サ
ル
者
ト
ス

　
右
ノ
理
由
ナ
ル
ヲ
以
テ
治
罪
法
第
四
百
二
十
七
条
二
依
リ
本
案
上
告
ハ
棄

却
ス
ル
者
也

　
　
大
審
院
昌
於
テ
検
事
磯
部
四
郎
立
会
宣
告
ス

　
　
明
治
二
十
年
九
月
十
二
日

　
　
　
大
審
院
臨
時
局

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
審
院
刑
事
第
一
局
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
審
院
評
定
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
全
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